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議事概要 

藤沢市政策会議を次のとおり開催した。 

会議名 平成３０年度第１５回 政策会議 

開催日 ２０１９年（平成３１年）１月３１日（木）９：２０～１１：３８ 

場 所 本庁舎６階 庁議室 

出席者 鈴木市長，小野副市長，宮治副市長，平岩教育長 

（政策会議委員） 

総務部長，企画政策部長，財務部長，防災安全部長，市民自治部長，生

涯学習部長，福祉健康部長，保健所長，子ども青少年部長，環境部長，

経済部長，計画建築部長，都市整備部長，道路河川部長，下水道部長，

市民病院事務局長，消防局長，教育次長，教育部長，議会事務局長，監

査事務局長，農業委員会事務局長，選挙管理委員会事務局長 

議 事 

 

（１）議題（審議事項） 

１ 平成３１年度施政方針（案）について（企画政策部） 

２ 平成３１年２月藤沢市議会定例会提出予定議案及びその他の案

件について（総務部） 

３ 平成３１年度予算概要（財務部） 

４ 平成３０年度２月補正予算の概要について（財務部） 

５ 平成３１年２月藤沢市議会定例会常任委員会報告案件について

（経済部，計画建築部，道路河川部，福祉健康部，市民病院事務

局，生涯学習部，子ども青少年部，総務部，財務部，防災安全部） 

６ 公共施設再整備等に伴う空き施設・跡地の活用に係る手続き及び

照会について（企画政策部） 

（２）報告・情報提供等 

ア 給与制度の総合的見直しによる経過措置期間の終了について（総

務部） 

イ 市政運営の総合指針２０２０における平成３１年度重点事業の

指定について（企画政策部） 

ウ 市民と市長との意見交換の結果について（市民自治部） 

エ ２０１９年成人式の実施結果について（子ども青少年部） 

オ 第１９回統一地方選挙について（選挙管理委員会事務局） 

内 容 

 

 

 

 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 議事 

（１）議題（審議事項） 

１ 平成３１年度施政方針（案）について 



2 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明者：企画政策部長） 

□企画政策部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

平成３１年度の予算及び諸案件を市議会に提出するに当たり，市政

運営の方針と施策の概要について示すもの。 

≪主な意見等≫ 

  なし。 

≪結果≫ 

了承。 

 

２ 平成３１年２月藤沢市議会定例会提出予定議案及びその他の案

件について 

（説明者：総務部長） 

□総務部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

平成３１年２月藤沢市議会定例会に上程する予定議案等について

報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

〇議案第６９号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついて補足する。扶養手当の配分の見直しの概要について，情報共

有させていただきたい。現在，扶養手当については，配偶者が１３，

７００円，子どもが７,８００円のほか,いくつかの区分がある。こ

れまで近隣の自治体を見ても金額には，ばらつきがあったものであ

る。一昨年に平成２８年度の人事院勧告で見直しが求められ，他市

では見直しが進んでいる。現行金額から配偶者手当は７，８００円

に，子どもは，１１，２００円に配分の見直しを行うものである。

詳細は午後の総務主管者会議において説明する。 

≪結果≫ 

了承。 

 

３ 平成３１年度予算概要 

（説明者：財務部長） 

□財務部長から，資料１～２に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

平成３１年度予算の概要について説明するもの。 

≪主な意見等≫ 
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なし。 

≪結果≫ 

了承。 

 

４ 平成３０年度２月補正予算の概要について 

（説明者：財務部長） 

□財務部長から，資料１～２に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

平成３０年度２月補正予算の概要について報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

  なし。 

≪結果≫ 

了承。 

 

５ 平成３１年２月藤沢市議会定例会常任委員会報告案件につい  

て 

＜常任委員会報告案件（２）＞ 

片瀬江ノ島駅駅前広場整備計画の変更について 

（説明者：計画建築部長） 

□計画建築部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

片瀬江ノ島駅駅前広場整備計画の変更について報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

〇資料３ページの「以下の通り」は漢字の「通り」になっているが，

ひらがなで「とおり」に修正が必要。資料４ページの図から上に３

行目，「取組みます」は「り」を入れて，「取り組みます」に修正が

必要。資料５ページも，同様に「り」を入れて「取り組みます」に

修正が必要な表記の誤りがある。 

⇒修正する。 

≪結果≫ 

了承。 

 

＜常任委員会報告案件（６）＞ 

保険年金課「窓口業務のあり方の検討」結果等について 

（説明者：福祉健康部長） 

□福祉健康部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪内容≫ 

藤沢市行財政改革２０２０実行プラン個別課題として位置づけて

いる「窓口業務のあり方の検討」について，検討対象課の一つであ

る保険年金課における様々な視点に基づいた検討を踏まえ，これま

での経過，今後の方向性及びスケジュールについて報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

了承。 

 

＜常任委員会報告案件（10）＞ 

南市民図書館・市民ギャラリーの暫定移設について 

（説明者：生涯学習部長） 

□生涯学習部長から，資料１～３に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

南市民図書館及び市民ギャラリーについて，暫定移設先であるＯＤ

ＡＫＹＵ湘南ＧＡＴＥ（旧小田急百貨店藤沢店）６階の施設の概要

等について報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

了承。 

 

＜常任委員会報告案件（17）＞ 

入札・契約制度の見直しについて 

（説明者：財務部長） 

□財務部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

入札・契約制度について，社会経済情勢の変化等に合わせて，随時

見直しを行ってきており，今般，国の基準等の見直し状況や県内自

治体の状況を踏まえ，見直しを行うことについて報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

〇適用基準日が平成３１年４月１日であるが，今回の見直しにより，

今年度中に債務負担行為を設定し,発注する事業の取扱いはどうな

るのか。 

⇒今年度中に債務負担行為を設定し,発注する事業については，対象
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外である。平成３１年４月１日以降に公募されるものから適用とな

る。 

≪結果≫ 

了承。 

 

＜常任委員会報告案件（18）＞ 

「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する

指針（案）」等の策定について 

（説明者：防災安全部長） 

□防災安全部長から，資料１～３に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

本市の公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する考

え方をまとめた「公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に

関する指針（案）」及びその指針に沿った「防犯カメラ運用基準（案）」

を策定することについて報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

 なし。 

≪結果≫ 

了承。 

 

６ 公共施設再整備等に伴う空き施設・跡地の活用に係る手続き及び

照会について 

（説明者：企画政策部長） 

□企画政策部長から，資料に基づき概要説明が行われた。 

≪内容≫ 

「藤沢市公共施設再整備基本方針」に基づき，公共施設の再整備等

に伴う空き施設・跡地の活用に係る手続きの流れ及び空き施設・跡

地の全庁照会における「藤沢市公共資産活用等検討委員会」審査結

果について報告するもの。 

≪主な意見等≫ 

〇資料別紙１の基本フローについては，資料別紙２－２のリストにあ

る施設が照会の対象ということだが，空き施設の活用可否の判断は

済んでいるという認識でよいか。判断基準についても教えていただ

きたい。また，フロー図の資産売却型及び資産運用型で，「建物解

体を原則」とある，建物解体のスケジュールについて，活用の前後

か追記をお願いしたい。後段は意見である。 
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒活用できるかできないかの判断については，業務委託するものでは

ない。判断は簡単ではない。空き施設を仮設で利用しているケース

もある。根本的に活用できない理由があるものは明確になるが，資

料別紙２－２の６ページの現あずま保育園のように，市街化調整区

域なので開発業務課と協議を要するものもある。それぞれの施設の

状況でいろいろと状況が異なる。ケースバイケースで，事務局が判

断させていただく。 

⇒施設の劣化状況だけでなく，都市計画上の規制などの場合もある。

活用の意向があれば，企画政策課にお問い合わせをいただきたい。

建物解体のタイミングは，活用の有無にかかわらず，検討委員会で

方向性を審議し，決めていきたい。行政財産なので，建物解体は，

現所管課で対応いただくこととなる。 

〇資料別紙１の基本フローに政策会議の審議を踏まえてと３回出て

くる。資料２ページの最後に，検討委員会での検討だけでなく，政

策会議への報告も記載した方がよい。また，資料１ページの公有地

等の有効活用についても，年１回程度は政策会議に報告していただ

きたい。予算編成との関連で適切な時期を捉え，報告していただき

たい。 

⇒検討する。 

〇資料別紙１の基本フローは，（Ｃ）資産運用型は理解するが，（Ｂ）

資産売却型は，建物解体を原則とする必要があるか。解体も業者が

行い，その分値引きする方法もあるのではないか。予定価格をマイ

ナスに設定した入札を実施した自治体もあり，空き施設の状況を踏

まえ，ケースバイケースで検討したほうがよいのではないか。また，

売却についても，一度普通財産にしてから売却する。現所管課では

なく管財課ではないか。こうしたことから（Ｂ）資産売却型は，検

討・議論の余地があるのではないか。 

⇒（Ｂ）資産売却型の「建物解体を原則」については，ご意見のとお

り，改めて，活用検討委員会で議論する。検討委員会でも様々な意

見があったが，行政として活用しないため，売却することになりま

したという説明は，管財課ではなく，これまで使用していた課が，

関係団体や地域とつながりがあるので，そうした説明に対応いただ

く。売却時には，普通財産にして売却する。売却手続きは，指摘の

とおり管財課である。 

〇資料別紙２－２の藤沢公民館で，済美館の取り扱いについて，対象

に含まれているのか。確認である。 



7 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒済美館については，過去の経緯もあり，今回の照会から外している。 

⇒補足だが，４月から新しい藤沢公民館が開館する。アンケートでは，

済美館について，そのまま使用したいという意向が多かった。経緯

がある建物ではあるが，利用度が下がった場合など，スペースをど

う有効活用するのか課題もある。まずは，４月以降の状況を見て検

討する。 

〇資料別紙１の基本フローで，まず空き施設の有効活用の検討となっ

ている。例えば，地域・関係団体との調整がつかない場合などのフ

ローの流れはどうなるのか。 

⇒有効活用が優先ということではない。空き施設が発生したので，活

用したいですかという事務的な確認をする。できれば活用していた

だきたいということではない。 

⇒基本フローの表記については検討する。 

⇒詳細については，総務主管者会議においても説明する。 

≪結果≫ 

了承。 

 

（２）報告・情報提供等 

ア 給与制度の総合的見直しによる経過措置期間の終了について 

（説明者：総務部長） 

□総務部長から，資料１～２に基づき情報提供が行われた。 

≪内容≫ 

平成２８年度に実施した給与制度の総合的見直しにおける激変緩

和措置として，３年間の経過措置期間の終了に伴い，現給保障が今

年度末で終了することについて周知するもの。 

≪主な意見等≫ 

なし。 

 

イ 市政運営の総合指針２０２０における平成３１年度重点事業の

指定について 

（説明者：企画政策部長） 

□企画政策部長から，資料に基づき情報提供が行われた。 

≪内容≫ 

市政運営の総合指針２０２０における平成３１年度重点事業につ

いて報告するもの。 

≪主な意見等≫ 
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内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし。 

 

 ウ 市民と市長との意見交換の結果について 

（説明者：市民自治部長） 

□市民自治部長から，資料に基づき情報提供が行われた。 

≪内容≫ 

２０１８年１０月及び１１月に開催した「市民と市長との意見交

換」の概要結果について情報提供するもの。 

≪主な意見等≫ 

  なし。 

 

エ ２０１９年成人式の実施結果について 

（説明者：子ども青少年部長） 

□子ども青少年部長から，資料に基づき情報提供が行われた。 

≪内容≫ 

２０１９年１月１４日（月）に実施された成人式の結果について報

告するもの。 

≪主な意見等≫ 

なし。 

 

オ 第１９回統一地方選挙について 

（説明者：選挙管理委員会事務局長） 

□選挙管理委員会事務局長から，資料に基づき情報提供が行われた。 

≪内容≫ 

平成３１年４月に執行される第１９回統一地方選挙に関する事務

従事者及び啓発活動に関する情報提供を行うもの。 

≪主な意見等≫ 

なし。 

 

４ その他 

〇予報によると，本日夜に降雪が予想されている。降雪に伴う対応

等について，各施設管理者への周知徹底をお願いする。午後の総

務主管者会議でも情報提供する。 

５ 閉会 

 


